河内長野駅周辺地区にぎわい創出社会実験事業支援業務仕様書

1. 業務名
河内長野駅周辺地区にぎわい創出社会実験事業支援業務

2. 業務の目的
本業務は、河内長野市が取得した土地（本町217番2）（以下「対象地」という。）において、本格的な整備前の暫定利用を前提とした社会実験を実施し、滞在快適性及び交流促進に資する空間の創出並びに商業ビジネス（キッチンカー、マルシェ等）の立地可能性の検証を行うことで、人々の賑わいの創出を図るものである。
また、現在は更地である対象地について、人々が滞在し日常的に憩うことができる公共空間としてデザインし活用することにより、将来的な駅周辺エリアにおける継続的な賑わい創出に向けた施策に資することを目的とする。

3. 業務期間
契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで

4. 業務対象地域
所在地：河内長野市本町217番2 （約685㎡）
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※対象地は道路側（市道原町喜多線）に侵入防止の仮囲いが設置されており、砂利敷の更地の状態となっている。
5. 業務内容
本業務の内容は、次の（1）〜（5）のとおりとする。

(1) 企画立案・実施計画の作成
(1) 市との協議を踏まえて、社会実験のコンセプト、空間レイアウト、作業工程、運営体制等を整理し、実施計画を作成する。
(2) 周辺の地域団体等の関係者との連携を図りながら、地域の魅力を発信するコンテンツの企画・検討を行う。

(2) 滞在・交流空間の整備（インフラ工事・什器設置） 
対象地は現在更地であるため、社会実験の実施に必要な環境整備を行う。
(1) 電気・水道設備工事：イベント実施およびキッチンカー等の利用に必要な仮設の電源・水道（散水栓等）の設計・設置（それぞれ少なくとも１か所以上）を行う。なお、業務期間中に発生する電気・水道代は支払うこと。設備の位置場所等については委託者と協議の上、決定すること。
(2) [bookmark: _GoBack]防草対策：防草シートの敷設等により雑草の繁茂抑制を行う。なお、防草シートを敷設する場合は適切に地面へ固定し、端面がめくれ上がらないよう砕石等を敷設することが望ましい。施工に当たっては、委託者と協議の上、地域住民等が参加するワークショップの実施により、費用の縮減を図ることを可能とする。
(3) 憩いの空間づくり：ベンチ等の什器類を設置し、来訪者が滞在しやすい空間を創出する。設置にあたっては、ユニバーサルデザインに配慮し、誰もが利用しやすい空間となるよう工夫すること。また、地域住民等と一緒にベンチ等の什器類を作成するワークショップを少なくとも1回以上実施すること。
(4) 安全対策・耐久性：什器は耐久性を確保するとともに、強風対策や夜間の視認性確保など、歩行者の安全を十分に考慮して設計・配置すること。またワークショップを実施し、ベンチ等の什器類を作成する際にも安全対策及び耐久性を考慮すること。
(5) 違法駐輪対策：対象地は駅に近接し、自転車利用者が多いエリアであることから、周辺の通行環境や安全性に配慮し、対象地内における違法駐輪対策を講じるものとする。また、対象地は日常的に開放される公共空間としての利用を想定していることから、過度な制限とならないよう配慮し、具体的な対策内容については委託者と協議のうえ決定するものとする。

(3) トライアル利用（イベント）の運営・事務局業務
(1) 利用者の公募・調整： キッチンカー、マルシェ、小規模イベント等の出店者を公募し、出店スケジュールを調整・管理する事務局を運営する。ただし、出店者の貸出許可等に関する権限は受託者にはないため、委託者の指示のもとに、出店可否等の連絡調整を行うものとする。
(2) イベント経費：イベントに必要な経費（電気代等）は受託者の負担とする。ただし、委託者と協議の上、利用者から当該経費の一部を徴収することができるものとする。
(3) 広報の実施： 市の広報媒体（広報紙、ホームページ、SNS等）を活用し、イベント等の周知と集客を行う。必要に応じて、SNSアカウントの新規開設など効果的な広報手法を提案すること。
(4) 地域との連携：イベント開催時には、地域活性化の観点から地域の商店街やノバティながの等との連携を検討すること。
(5) 市の事業に関するイベント対応：市の事業かつ地域団体等が、駅前のにぎわい創出に資するイベントを実施する場合には、受託者は当該取組の実施に向けた調整、会場運営支援等を行う。

(4) 効果検証およびデータ収集・分析 
社会実験の効果を把握するため、以下の調査・分析を実施する。
(1) 定量調査： 滞在者数、平均滞在時間、イベント参加者数、出店者の売上等。
(2) 定性調査： 利用者アンケート・来訪者ヒアリング、出店者ヒアリング等
(3) 課題抽出： 本業務を通じて得られた知見を踏まえ、今後の本格活用に向けた課題（運営体制、法規制、収益性等）を整理し、方向性を提案する。

(5) 地域活性化に資する対象地の利活用検討及びプラン提案
(1) 商店街との連携及び地域活性化の観点から、対象地の利活用が商店街のにぎわい創出及び回遊性向上に資するよう、具体的なプランを提案する。
(2) 国内の先進事例や先行事例を調査し、本業務への適用可能性を整理する。必要に応じて関係者等へのヒアリングや意見交換を行い、知見の収集を行う。

(6) 河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務との協業
　河内長野市が委託予定している「河内長野駅周辺地区エリアプラットフォーム構築支援業務」の受託事業者と協業し、本業務における対象地の活用案等を同支援業務にフィードバックできるよう連携を図ること。

(7) 報告書の作成
 （1）〜（5）に関する本業務の実施内容、データ分析結果、今後の活用に向けた提言等を取りまとめた報告書を作成する。

6. 安全管理・損害賠償
受託者は、業務遂行中に事故が生じた場合の責任を負い、第三者に損害を与えた場合は受託者の責任において処理すること。

7. 成果品
(1） 実施計画書（工程表、配置図等）
(2） 社会実験運営マニュアル
(3） 実績報告書（写真、集計データ、課題提案を含む）
(4） 上記を記録した電子データ（CD-R等）

８．打合せ等
(1） 委託者と受託者は業務を適正に遂行するため、適宜、打合せ・進捗報告を行うものとする。
(2） 仕様書に定めのない事項については、双方協議のうえ決定する。

９．その他
(1) 受託者は本業務に関する個人情報その他の機密を守り、外部に漏らしてはならない。
(2) 本業務の過程で知り得た情報や成果物を、本業務以外で使用してはならない。
(3) 本業務は国費補助事業であるため、国の委託事業事務処理マニュアル等を参考の上、適切に事務処理すること。
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